
 

出雲市監査委員告示 第３号 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定に基づく 

随時監査を実施しましたので、同条第９項の規定により、その結果報告書を

別紙のとおり公表します。 
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随時監査の結果について（報告） 

 

 

地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく随時監査を実施しましたので、

同条第９項の規定により、その結果を報告します。 
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平成３０年度(2018)出雲市随時監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の種類 

随時監査（地方自治法第 199条第 5項） 

 

２ 監査の対象 

（１）荒神谷史跡公園遊具等撤去工事【市民文化部文化財課】 

（２）北陽小学校通学路転落防止柵修繕工事【教育部教育施設課】 

 

３ 監査の着眼点 

（１）計画に関する事項 

  ア 鉄道、電気の事業者との協議は行われているか。 

（２）設計に関する事項 

ア 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 

イ 工期の設定は適切に行われているか。 

（３）積算に関する事項 

ア 歩掛及び単価は適正か。 

（４）契約に関する事項 

ア 入札条件の内容が正しく理解されているか。 

（５）施工に関する事項 

ア 工事施工計画は適切か。施工計画書、工程表は整備されているか。 

イ 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は整備されているか。 

ウ 監督員による立会検査等に関する書類が整備されているか。 

 （６）検査に関する事項 

   ア 検査調書が正しく作成されているか。 

 

４ 監査の主な実施手続 

監査の着眼点に基づき、監査対象工事の所管部局に対し、関係書類及び監査調書の提出を求

め、事務調査及び本監査を行い、また、関係職員からの説明聴取を行った。 

なお、工事の技術的専門知識が必要であるため、公益財団法人島根県建設技術センターへ技

術調査を委託し実施した。 

 

５ 監査の実施場所及び日程 

（１）実施場所  監査委員事務局 

（２）日  程  平成３０年１２月４日から平成３１年４月１０日まで 
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６ 監査を執行した監査委員名 

出雲市識見監査委員  周 藤   滋 

出雲市識見監査委員  吾 郷 紘 一 

出雲市議選監査委員  萬 代 輝 正 

 

第２ 監査の結果 

監査の結果、おおむね適正に処理されていたが、一部において改善を要する事項があった。 

なお、指摘事項は、その内容を公表し適時措置状況の報告を求めるものであり、また、指摘

に至らない比較的簡易なものは、注意事項とし、代表監査委員から該当する部局の長に対し、

別途文書により注意を喚起し是正を求めた。 

 

※指摘事項  

監査の結果、速やかに是正又は改善等を要する事項で、次に該当するもの 

  １ 法令（条例、規則その他の規程を含む）に違反したもの又は不当なもので、重大なもの 

  ２ 著しく妥当性を欠くもの 

  ３ 著しく不経済又は非効率なもの 

 

指摘事項 

この度の監査の範囲において、特に指摘する事項は認められなかった。 

 

注意事項 

（１）公園橋復旧の指示書に概算金額の記載がなかった。 

 

（２）施工計画書に基づく、横断図の起工測量の照査が実施されていなかった。 

 

第３ 監査意見 

（１）設計・積算における確認の徹底について  

 平成２８年度の随時監査において、設計・積算における確認の徹底について意見を付したとこ

ろであるが、この度の随時監査においても、積算の一部に誤りが見受けられた。引き続き、設計・

積算の各工程で項目や数量などの確認を徹底するとともに、チェック機能強化による積算誤りの

防止対策を全庁的に取り組まれたい。 

 

（２）埋設物管理者との事前協議について 

 隣接高圧線埋設管の管理者と受注者との文書による事前協議がされていない事案が見受けら

れた。 

今後は、土木工事安全施工技術指針に基づき、防護方法、緊急時の連絡先及び方法等について、

事前に文書で確認するよう受注者への指導を徹底されたい。 
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（３）施工計画書への記載事項について 

  施工計画書は工事の基本となるものであるが、記載事項である緊急時の体制に、隣接の電気事

業者及び鉄道管理者の連絡先が未記載である事案が見受けられた。また、列車見張員の配置計画

の記載もなかった。 

 今後は、公共工事共通仕様書に基づき、施工計画書に記載すべき事項が適切に記載されるよう

受注者への指導を徹底されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

資料 監査対象工事の概要 

 

１ 荒神谷史跡公園遊具等撤去工事 

工事担当課 市民文化部文化財課 

工事場所 出雲市斐川町神庭地内 

契約方法 指名競争入札 

契約金額 4,287,600円 

工事期間 平成 30年 1月 20日から平成 30年 3月 26日まで 

工事概要 

遊戯施設撤去 複合遊具 ｎ＝４基 

休憩施設撤去 野外卓  ｎ＝１式 

公園橋設置       ｎ＝１式 

 

 

２ 北陽小学校通学路転落防止柵修繕工事 

工事担当課 教育部教育施設課 

工事場所 出雲市東林木町地内 

契約方法 指名競争入札 

契約金額 6,152,760円 

工事期間 平成 29年 8月 1日から平成 29年 11月 6日まで 

工事概要 

水路蓋設置         Ｎ＝2箇所 

Ｕ字溝用グレーチング蓋設置 Ｎ＝186枚 

転落防止柵撤去       Ｌ＝193ｍ 

転落防止柵設置       Ｌ＝193ｍ 

 


